
○岡山大学連携型起業家育成施設入居者支援事業補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，産学官連携による新たな事業の創出及び産業の振興を図るため，岡山

大学連携型起業家育成施設に入居し，かつ，起業又は新規事業展開等（以下「起業等」とい

う。）を図ろうとする者に対し，予算の範囲内において補助金を交付するものとし，その交

付に関しては，この要綱に定めるもののほか，岡山市補助金等交付規則（昭和４８年市規

則第１６号。以下「規則」という。）に定めるところによる。 

（用語の意義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は，規則で使用する用語の例による。 

２ この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

（１） 岡山大学連携型起業家育成施設 中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）

に規定する事業場として，独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「中小機構」とい

う。）が岡山市北区津島中一丁目１番１号に設置する施設（以下「施設」という。）をい

う。 

（２） 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定す

る中小企業者をいう。 

（３） 中小企業者の団体 次のいずれかに該当し，その構成員の２分の１以上が中小企業

者であるもの 

   ア 事業協同組合 

   イ 商工組合 

   ウ 企業組合及び協業組合 

   エ 技術研究組合 

   オ その他市長が適当と認める団体 

（４） 大企業 中小企業者及び中小企業者の団体以外の者で，事業を営む者をいう。 

（補助事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，補助事業者が施設

で行う事業とする。 

（補助事業者） 



第４条 補助事業者は，補助金の交付申請時において中小機構と施設の入居に係る賃貸借契

約（以下「賃貸借契約」という。）を締結している者（以下「入居者」という。）であって，

次の第１号から第３号までのいずれをも満たす者のうち，次の第４号を満たす個人又は次

の第５号若しくは第６号のいずれかを満たす法人とする。 

（１） 大学若しくは高等専門学校（以下「大学等」という。）の研究成果等を活用して研究

開発等を行う者（行おうとする者を含む。）又は大学等と連携して研究開発等を行う者（行

おうとする者を含む。） 

（２） 起業等を図ろうとする者 

（３） 次のいずれかに該当する者 

   ア 中小企業者 

   イ 中小企業者の団体 

   ウ 中小企業者，中小企業者の団体及び大企業以外の法人であって，当該法人が補助

事業を実施することにより，市内の中小企業の発展に資すると認められるもの 

（４） 個人にあっては，入居期間中に事業化に係る法人を市内に設立する計画がある者 

（５） 法人にあっては，市内に事業所，事務所，生産拠点等（以下「事業所等」という。）

を有し，かつ，施設退去後に市内の事業所等において補助事業の成果を活用した事業を

行う計画を有する者 

（６） 市内に事業所等を有しない法人にあっては，施設退去後概ね１年以内に市内に補助

事業の成果を活用した事業を行う事業所等を設置する計画を有する者 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者は，補助事業者としない。 

（１） 個人にあっては，市税を完納していない者 

（２） 法人にあっては，法人又は法人の代表者が市税を完納していない者 

（３） 同一の大企業からの出資が，資本金の２分の１以上を占めている中小企業者 

（４） 他の入居者の起業等を支援する目的で施設に入居する者 

（５） 第７条に規定する補助対象経費について，本市の他の補助金及び助成金の交付を受

けている者 

（６） 令和８年４月１日以降に入居した者のうち，過去に施設に入居し本補助金の交付を

受けたことがある者。 

（７） その他市長が交付対象と認めない者 

（市税の滞納がないことの確認等） 



第５条 前条第２項第１号及び第２号に規定する要件は，申請者の同意を得た上で市長が市

税の納付状況を調査し，確認することとする。ただし，申請者が市税の滞納がないことを

示す完納証明書（申請日前１５日以内に交付されたものに限る。）を提出した場合は，この

限りでない。 

（補助金の交付の制限） 

第６条 補助金の交付の対象期間は，補助事業者が施設に入居した日から起算して３年間（以

下「交付対象期間」という。）を上限とする。 

（補助対象経費） 

第７条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち，補助金の交付額の算定に当たって対

象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，賃貸借契約に基づく賃料で現に支払わ

れたものとする。ただし，敷金，賃料に係る消費税及び地方消費税並びに入居者が別途負

担する光熱水費，駐車場借上費等は含まないものとし，同一の補助事業者について延べ床

面積１００平方メートルに係る賃料を上限とする。 

（補助金の額） 

第８条 補助金の額は，補助対象経費に２分の１を乗じて得た額とする。ただし，その得ら

れた額に円未満の端数が生じるときはこれを切り捨てるものとする。 

（交付の申請） 

第９条 補助金の交付を受けようとする者は，この要綱に定める条項の適用を受けることに

ついて同意した上で，岡山大学連携型起業家育成施設入居者支援事業補助金交付申請書（様

式第１号。以下「申請書」という。）を市長に提出して行わなければならない。 

２ 交付対象期間が年度をまたがる場合において，次年度においても引き続き補助金の交付

を受けようとする者は，当該年度においても，前項に規定する申請を行わなければならな

い。 

３ 規則第５条第１項第５号に規定するその他市長が必要と認める書類は，次のとおりとす

る。 

（１） 賃貸借契約に係る契約書の写し及びそれに付随する書類一式 

（２） 市税納付状況照会同意書（様式第２号）又は市税の滞納がないことを示す完納証明

書（申請日前１５日以内に交付されたものに限る。） 

（交付の決定） 

第１０条 市長は，前条に規定する申請書を受理し，当該申請についてその内容を適当と認



めたときは，岡山大学連携型起業家育成施設入居者支援事業補助金交付決定通知書（様式

第３号）により行うものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１１条 市長は，補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，補助金の

交付決定及び額の確定を取り消すことができる。 

（１）補助金の交付決定を受けた法人が，正当な理由によることなく，市内に補助事業の内

容にかかる事業を行う事業所等を有しない場合。 

（２）この要綱に違反する事実があったとき。 

（計画変更等の承認） 

第１２条 補助事業者は，規則第１２条の規定による計画変更等をしようとするときは，岡

山大学連携型起業家育成施設入居者支援事業変更等承認申請書（様式第４号）を市長に提

出し，その承認を受けなければならない。 

２ 市長は，前項の承認に際し，必要に応じて条件を付し，又は変更することができる。こ

の場合においては，前条の規定を準用する。 

（実績報告） 

第１３条 規則第１６条第１項の実績報告は，岡山大学連携型起業家育成施設入居者支援事

業実績報告書（様式第５号）を市長に提出して行わなければならない。 

２ 規則第１６条第１項第２号に規定するその他市長が必要と認める書類は，次のとおりと

する。 

（１） 岡山大学連携型起業家育成施設入居賃料支払等実績書（様式第６号） 

（２） 領収書その他の補助対象経費の支払が確認できるもの 

３ 規則第１６条第１項第１号に掲げる書類の添付は要しない。 

（補助金等の額の確定等） 

第１４条 規則第１７条の補助金の額の確定は，岡山大学連携型起業家育成施設入居者支援

事業補助金等確定通知書（様式第７号）により行うものとする。 

（補助金の交付時期等） 

第１５条 補助金は，前条の規定により確定した額を補助事業が完了した後において交付す

るものとする。ただし，規則第１９条第１項ただし書の規定により，補助事業者は，毎年

６月，９月，１２月に，当該月分までの補助金について交付を受けることができるものと

する。 



２ 補助事業者は，前項本文の規定により補助金の交付を受けようとするときは，岡山大学

連携型起業家育成施設入居者支援事業補助金請求書（様式第８号。以下「請求書」という。）

を，前項ただし書の規定により補助金の交付を受けようとするときは，請求書及び岡山大

学連携型起業家育成施設入居賃料支払等実績書（概算払用）（様式第９号）を市長に提出し

なければならない。 

（補助金等の返還） 

第１６条 規則第２１条に規定する返還は，岡山大学連携型起業家育成施設入居者支援事業

補助金返還命令書（様式第１０号）によるものとする。 

（書類の整備等） 

第１７条 規則第２５条に規定する関係書類は，補助金の交付を受けた年度の翌年度から起

算して５年間保存しておかなければならない。 

（成果の事業化等） 

第１８条 補助事業者は，補助事業の成果を活用した事業化に努めなければならない。 

２ 市長は，補助事業完了後も補助対象者に対し必要な指示を行い，又は事業化の状況につ

いてヒアリング若しくは書面等による報告を求めることができる。 

（委任） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の実施に関し必要な事項は，市長が別に

定める。 

附 則（平成２４年７月１２日決裁） 

この要綱は，平成２４年７月１２日から施行する。 

附 則（平成２８年４月１日決裁） 

この要綱は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２８日決裁） 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成３１年４月１日から施行する。 

（適用） 

２ 改正後の第１１条第１号の規定は，施行日以降に交付決定を受けるものから適用し，同

日前に交付決定を受けたものについては，なお従前の例による。 

附 則（令和３年１０月１５日決裁） 

この要綱は，令和３年１０月１５日から施行する。 



附 則（令和３年１２月３日決裁） 

この要綱は，令和３年１２月３日から施行する。 

附 則（令和８年３月１０日決裁） 

この要綱は，令和８年４月１日から施行する。 


